
第１条（通則）

第２条（用語の定義）

１.

２.

３.

第３条（システムの利用期限）

第４条（提供日及び提供時間）

１. システムの提供日及び提供時間は別表－１のとおりとする。

２.

 提供日  通年

 但し、システム保守その他やむをえない事情による場合を除く。

 提供時間  ２４時間

 但し、やむをえない事情による場合を除く。

第５条（提供情報）

第６条（障害の措置等）

１.

２.

この規約において、次の各号に掲げる用語定義は、当該各号の定めるところによるものと
する。

ＪＡＣＩＣは、前項に定める提供日又は提供時間の変更を行う場合には、当該変更日の７
日前までに利用者に通知するものとする。

システムの相互利用情報項目は、建設発生土情報を主とした工事情報であり、ＪＡＣＩＣ
は利用者が情報交換サービスの利用によって生じる損害については一切責任を負わないも
のとする。

利用者及びＪＡＣＩＣは、システムが事故その他の障害によって中断したときには、互い
に協力してその回復に最善の措置を講ずるものとする。

利用者及びＪＡＣＩＣは、事故その他の障害に起因する利用者及びＪＡＣＩＣの損害に関
し責任を負わないものとする。

建設発生土情報交換システム利用規約

この規約は、一般財団法人日本建設情報総合センター（以下「ＪＡＣＩＣ」という。）が
提供する情報交換サービスである「建設発生土情報交換システム」について、利用者との
間の情報交換サービスの利用にかかわる一切の関係に適用する。また、これらの利用は、
利用者の判断と責任をもって行うものとする。

「建設発生土情報交換システム」（以下「システム」という。）とは、システムに登録さ
れた建設発生土に関する情報をデータベース化し、利用者に対して情報の相互利用のため
に提供することをいう。

「利用者」とは、ＪＡＣＩＣとの間でシステムの利用に関する契約を締結した公共発注機
関及び各地方建設副産物対策連絡協議会の推薦を受けた公益機関で、本規約承諾の上、第
９条第３項で定める「建設発生土情報交換システム利用申請書」を提出しＪＡＣＩＣが受
理した者を指す。

利用有効期間は、ＪＡＣＩＣから通知されるユーザＩＤを取得した日から当該年度の末日
までとする。なお、年度とは当該年の４月１日から翌年の３月３１日までのことを指す。

【別表-１】



第７条（登録情報の削除）

第８条（秘密の保持）

１.

２.

３.

４. コンピュータ機器は、秘密の保持が適正に行える場所に設置するものとする。

第９条（利用形態）

１.

２.

３.

第１０条（権利、義務の譲渡等）

第１１条（利用料金の請求及び支払い）

第１２条（契約の解除）

１.

２.

第１３条（協議事項）

ＪＡＣＩＣは、利用者に対して契約締結後に利用料金を請求し、利用者は、適法な請求書
を受理した日から３０日以内にこれを支払うものとする。

利用者及びＪＡＣＩＣは、契約の締結又は履行に関し、不正又は不誠実の行為があった場
合には、この契約を解除し相手方に対して損害の賠償を請求できるものとする。

この利用規約に定めのない事項又は条項の解釈について疑義が生じたときは、利用者とＪ
ＡＣＩＣが協議の上これを定めるものとする。

利用者又はＪＡＣＩＣは必要があるときは、相手方と協議の上この契約を解除することが
できる。

利用者及びＪＡＣＩＣは、システムにより知り得た情報を適正に管理し、本契約期間中及
び本契約期間終了後も第三者に漏洩し又は相互利用に関する業務（相互利用の推進のため
の広報業務を含む）以外の目的で利用してはならない。

システムを利用する者は、利用者の職員又は利用者及びＪＡＣＩＣの承諾する者に限るも
のとする。

利用者は、ＪＡＣＩＣの事務所に設置したデータベースと、利用者の事務所に設置した
パーソナルコンピュータを通信回線で経由して接続し、情報交換サービスを受けるものと
する。

利用者は、利用者の所有又は占有するパーソナルコンピュータを使用するものとし、シス
テムの利用に必要な回線、機器及びソフトウェアについては、自己の責任と負担において
準備しその管理を行うものとする。

利用者は、システムの利用にあたっては、所要事項を記入した「建設発生土情報交換シス
テム利用申請書」（別紙、以下「申請書」という。）をＪＡＣＩＣに提出するものとし、
記載した内容を変更する場合には、事前の変更内容を記載した申請書（変更）をＪＡＣＩ
Ｃに提出するものとする。

利用者は利用者となることにより生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承し、若
しくは貸与してはならない。

システムの利用者に対し、運営センターが情報の確認・修正願いを発した日時より一定の
期間を経た後も、利用者から一切の回答が無い場合、ＪＡＣＩＣは当該利用者に関する一
切の情報を削除できる。

利用者及びＪＡＣＩＣは、この契約によって知り得た相手方の業務上の秘密を本契約期間
中及び本契約期間終了後も第三者に漏洩してはならない。


